
法令等一覧表
２００８／０６／１６

Ｎｏ 法令規制名称 規制・要求内容 基準値等
関係

機関

届出等

有 無
関連部署
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０１
廃棄物処理法

H２０/４/１改正

廃棄物の排出を抑制する事。適正な分

別・保管・収集・運搬・再生・処分等

の処理をする事。生活環境の保全及び、

公衆衛生の向上を図る事を目的とす

る。年間排出量の報告義務

「処理業者の許可状・契約書の確認」

「マニフェスト伝票の確認・保管」

中間処理業者 ９0 日以内

最終処業者 １８０日以内

平成 20 年度６月末日、報告

県

福祉保健所

沖縄県

有
工 事

総 務

０２
建築基準法

Ｈ1９/6/２０改正

建築物の安全確保及び各監督官庁への

届け出の義務

耐震基準違反：罰金 1 億円

不動産取引不実告知：罰金 1 億円

中間検査の申請及び、中間検査合格証の交

付まで次工程に進まない。

３F 以上の建築物：中間検査義務

各

市町村
有 工 事

０３
建設リサイクル法

Ｈ15/6/18 改正

特定の建設資材の分別解体等及び、再

資源化等を促進する事。解体業者への

登録制の実施。再生資源の利用と廃棄

物の減量等を行う。廃棄物の適正な処

理を行う事。

解体：８０㎡以上 新築：５００㎡以上の

元請負業者（顧客要求の場合も）は県知事

（発注者）へ分別解体の計画等の届出を行

う事。完了後も報告

県

環境保全課
有 工 事

０４
家電リサイクル法

Ｈ15/6/18 改正

廃棄物の減量と再資源の十分な利用を

行い、廃棄物の適正な処理と資源の有

効な利用を図る事。

特定家庭用機器（家電品）を排出する場合

は再商品化する者に適正に引渡し、料金の

支払いに応じる事。ＰＣ等：リサイクル券

の購入（郵便局等）

県

環境保全課
― 総 務

０５

グリーン購入法

県グリーン購入方針

Ｈ1８/６/２6 改正

環境への負荷の少ない持続的発展が可

能な社会の構築を図る。

物品購入の際に出来る限り環境物品を選

択する事。リサイクルし易い物品の購入・

購入物品の長期利用・等

県

環境保全課
― 総 務
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０６

騒音規制法

振動規制法

（特定建設）

Ｈ16/6/9 改正

建設工事に伴って発生する相当範囲に

わたる騒音について必要な規制を行

い、生活環境を保全する事。

各市町村の条例等を遵守する事。又、市町

村によって届出義務あり。違反者は罰則有

「住宅から 10ｍ以内の建設現場は 60ｄ

ｂ以内 7,5ｋｗ以内」特記仕様書による

各

市町村
工 事

０７
消防法

Ｈ16/6/9 改正

火災を予防し、災害に関わる被害を軽

減する事。

第四類等を指定数量保管又は、取り扱うと

き当該消防署長への届出義務あり。危険物

取扱者の設置。（２００ℓ以上）

各

消防署
有

総 務

工 事

０８

「沖縄県」赤土等

流出防止条例

Ｈ16/１０/20 改正

赤土等有害物質の流出を防止して公共

水域の保全に努める。

建設現場での赤土等排出濃度：200ｐｐｍ

以下に抑えて排出事。1,000 ㎡以上の工

事は届出あり。（自社基準 180ｐｐｍ）

県

環境保全課
有 工 事

０９
石綿障害予防規則

Ｈ１７/７/１改正

石綿の飛散防止及び人体への被害を防

止する為の適正な処理に関する規則

事前調査・届出・報告・特別教育実施・適

正な処理業者への排出（マニフェスト伝票

確認・保管）有資格者の適正配置（特化物

取扱い者の選任・設置）許可状確認

県

福祉保健所
有 工 事

１０
産廃税

Ｈ１８/４/１施行

産業廃棄物の抑制・及び適正な処理を

推進し、生活環境の保全を目的とする

産業廃棄物の種類によって税率が変わる。

換算係数に基づき届出が必要。

（１トンあたり、1,000 円）

県

県税事務所
有

工 事

総 務
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１１
フロン回収破壊法

H１９/１０/１改正

地球温暖化防止、廃棄物の適正処理

フロン類適性回収

フロン券の購入、又は回収業者の許可を確

認する事
環境省 工 事

１２

建設業の環境保全自主

行動計画(第４版)

Ｈ１９/４/１改正

地球温暖化対策・建設副産物対策等

リサイクル可能商品の採用

リサイクル促進・廃棄物の適正処理

グリーン調達の促進等

沖縄県

建設業協会
―

工 事

総 務

１３

特定特殊自動車

排出ガスの規制

Ｈ１８/４/１施行

特定特殊自動車の使用者は、原則とし

て、「基準適合表示」又は「少数特例表

示」の付いたものでなければ使用する

ことができません。

特定特殊自動車は、表示が付されたもので

なければ使用してはならない。

ｵﾌﾛｰﾄﾞ法の施行前に製作された特定特殊

自動車は、上記の規定は適用しない。

経済産業省 有 工 事

１４
自動車リサイクル法

H16/7/28 改正

使用済み自動車の適正な処理・減量・

再生部品の有効な活用を図る事。

適正な処理業者への廃棄委託。廃棄業者へ

の再資源化預託金の支払いを行う事。

普通乗用車：約￥15,000－等

マニフェストの管理

経済産業省

環境省
有

工 事

総 務

１５
特記仕様書

（顧客様式）

規制値、仕様書、等の記載事項

工期・検査・等の実施要領記載
現場（顧客）毎の特記仕様書による。 顧客 有 工 事


